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国　税／�8月分源泉所得税の納付� 9月10日
国　税／�7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 9月30日
国　税／�1月決算法人の中間申告� 9月30日
国　税／�10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 9月30日

9 2014（平成26年）

地方法人税　法人税を納める義務のある法人が、法人税額に4.4％の税率を乗じた額を納
める国税。消費税率引上げにより、地方団体間の税収格差が拡大することから、財政力
格差の縮小を目的に創設された税で、地方法人税収全額を地方交付税として、地方団体
に配分します。本年10月１日以後に開始する事業年度から適用されます。
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９月号─2

　
は
じ
め
に

　

平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正

で
は
、
消
費
税
の
簡
易
課
税
制

度
の
み
な
し
仕
入
率
が
見
直
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
こ
の
見
直
し
の
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま

す
。

１
　
簡
易
課
税
制
度
の
変
遷

　

簡
易
課
税
制
度
は
、
平
成
元
年
の

消
費
税
導
入
時
よ
り
、
中
小
企
業
者

の
事
務
負
担
に
配
慮
し
て
、
事
務
の

簡
素
化
を
図
る
た
め
に
、
事
業
者
の

選
択
に
よ
り
適
用
で
き
る
制
度
と
し

て
採
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
課
税
売
上
に
対
応

す
る
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
み
な

し
仕
入
率
を
用
い
て
計
算
す
る
こ
と

を
認
め
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
み
な
し
仕
入
率
に
つ
い
て
は
、

事
業
の
種
類
ご
と
に
異
な
る
み
な
し

仕
入
率
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

消
費
税
が
導
入
さ
れ
た
当
初
の
簡

易
課
税
制
度
で
は
、
み
な
し
仕
入
率

は
第
一
種（
卸
売
業
）と
第
二
種（
そ

の
他
の
事
業
）
の
二
種
類
の
み
の
大

雑
把
な
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
基
準

期
間
の
課
税
売
上
高
が
五
億
円
以
下

の
事
業
者
が
適
用
可
能
な
制
度
と
さ

れ
、
新
し
い
制
度
で
あ
る
消
費
税
の

定
着
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
簡
易
課
税
制
度
は
、
事

業
者
に
と
っ
て
益
税
と
な
る
と
の
批

判
を
浴
び
た
こ
と
か
ら
、
図
表
１
の

よ
う
な
幾
度
の
改
正
を
経
て
、
現
在

は
、
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
五

千
万
円
以
下
の
事
業
者
の
み
が
適
用

可
能
な
制
度
と
な
り
、
み
な
し
仕
入

率
に
つ
い
て
も
第
一
種
の
九
〇
％
か

ら
今
回
、
第
六
種
の
四
〇
％
ま
で
と

六
種
類
に
細
分
化
さ
れ
て
き
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
現
状
の
簡
易
課
税
制
度
に

つ
い
て
は
、
事
業
区
分
の
判
定
が
難

し
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
消
費
税

一
〇
％
時
に
軽
減
税
率
が
導
入
さ
れ

た
場
合
、
複
数
税
率
と
な
る
こ
と
か

ら
、
簡
易
な
利
用
で
は
な
く
な
る
と

の
声
も
あ
り
ま
す
。

２
　
改
正
の
背
景

　

会
計
検
査
院
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

全
て
の
事
業
区
分
で
、
み
な
し
仕
入

率
が
実
際
の
課
税
仕
入
率
を
上
回
っ

て
お
り
、
中
で
も
実
際
の
課
税
仕
入

率
と
み
な
し
仕
入
率
の
開
差
が
大
き

い
も
の
と
し
て
、
金
融
業
及
び
保
険

業
と
不
動
産
業
が
指
摘
を
受
け
ま
し

た
。

３
　
改
正
の
内
容

　

平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正
で
は
、

従
来
の
五
種
類
の
事
業
区
分
か
ら
、

六
種
類
の
事
業
区
分
に
変
更
の
上
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
ま

す
。

　

具
体
的
に
は
、
図
表
２
の
よ
う
に

金
融
業
及
び
保
険
業
が
「
第
四
種
事

業
」
か
ら
「
第
五
種
事
業
」
へ
変
更

と
な
り
、
不
動
産
業
が
「
第
五
種
事

業
」
か
ら
新
設
さ
れ
た
「
第
六
種
事

業
」
と
な
り
ま
し
た
。

４
　
み
な
し
仕
入
率
改
正
の�

　
　
経
過
措
置

　

み
な
し
仕
入
率
の
見
直
し
は
、
平

成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始

す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す

が
、
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
お

り
、
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日
ま

で
に
「
消
費
税
簡
易
課
税
制
度
選
択

届
出
書
」
を
提
出
し
た
事
業
者
は
、

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
課
税
期
間
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
届
出
書
に
記
載
し
た
適
用
開
始
課

税
期
間
の
初
日
か
ら
二
年
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
課
税
期

間
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
み
な
し

仕
入
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

具
体
例
を
示
す
と
図
表
３
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　簡
易
課
税
制
度

み
な
し
仕
入
れ
率
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

 
消
費
税

 
消
費
税
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図表1　みなし仕入率の変遷

平成元年4月〜 平成3年10月〜 平成9年4月〜 平成16年4月〜 平成27年4月〜

事業区分 第一種（90％） 第一種（90％） 第一種（90％） 第一種（90％） 第一種（90％）

第二種（80％） 第二種（80％） 第二種（80％） 第二種（80％） 第二種（80％）

第三種（70％） 第三種（70％） 第三種（70％） 第三種（70％）

第四種（60％） 第四種（60％） 第四種（60％） 第四種（60％）

第五種（50％） 第五種（50％） 第五種（50％）

第六種（40％）

課税売上高 5億円以下 4億円以下 2億円以下 5,000万円以下 同左

図表2　業種区分の変更

改正前 改正後

第一種事業（90％）
　卸売業

第一種事業（90％）
　卸売業

第ニ種事業（80％）
　小売業

第ニ種事業（80％）
　小売業

第三種事業（70％）
　農林水産業
　鉱業
　建設業
　製造業　等

第三種事業（70％）
　農林水産業
　鉱業
　建設業
　製造業　等

第四種事業（60％）
　料理飲食業等
　金融業及び保険業

第四種事業（60％）
　料理飲食業等

第五種事業（50％）
　運輸・通信業
　サービス業
　不動産業

第五種事業（50％）
　運輸・通信業
　サービス業
　金融業及び保険業
第六種事業（40％）
　不動産業

図表3　不動産業（第六業種）に該当する事業を営む者に係る経過措置の適用関係（例）
　【3月31日決算法人の適用例】
　（▲=消費税簡易課税制度選択届出書の提出）

25.4.1

▲
①

▲
②

▲
③

▲
④

26.4.1

改正適用日

26.10.1 28.4.1 29.4.1

「消費税簡易課
税制度選択届
出書」の提出年
月日

課税期間

自25.4.1
至26.3.31

自26.4.1
至27.3.31

自27.4.1
至28.3.31

自28.4.1
至29.3.31

自29.4.1
至30.3.31

①25.3.31以前 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算 第六種で計算 第六種で計算

②26.3.27 （一般課税） 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算 第六種で計算

③26.9.26 （一般課税） （一般課税） 第五種で計算 第五種で計算 第六種で計算

④26.10.6 （一般課税） （一般課税） 第六種で計算 第六種で計算 第六種で計算

27.4.1
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　単身赴任者が職務遂行上の理由から旅行
する場合に支給される旅費は、これに付随
して留守宅への帰宅のための旅行をしたと
きでも、目的や行路等からみて、これらの
旅行が主として職務遂行上必要な旅行と認
められ、かつ、その旅費の額が所得税基本
通達9-3に定める非課税とされる旅費の範
囲を著しく逸脱しない限り、非課税として
差し支えありません。なお、以下に留意す
る必要があります。
⑴　単身赴任者が会議等のため職務遂行上
の必要に基づく旅行を行い、これに付随
して帰宅する場合に支払われる旅費に限
られること。
⑵　月1回などの定量的な基準で非課税の
取扱いをするということにはなじまない
ものであること。
⑶　帰宅のための旅行は、職務出張に付随
するものであることから、その期間や帰
宅する地域等には制約があること。

　
法
人
の
有
す
る
金
銭
債
権
に
つ
き
、

そ
の
債
務
者
の
資
産
状
況
、
支
払
能

力
等
か
ら
み
て
そ
の
全
額
が
回
収
で

き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
明
ら
か
に
な
っ
た
事

業
年
度
に
貸
倒
れ
と
し
て
損
金
経
理

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
対
象
の
金
銭
債
権
に

担
保
物
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
担
保

物
を
処
分
し
た
後
で
な
け
れ
ば
貸
倒

れ
と
し
て
損
金
経
理
を
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
金
銭
債
権
に
つ
い
て
連
帯
保
証
人

が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
連
帯
保
証

人
は
、
そ
の
債
務
の
返
済
に
関
し
て

は
債
務
者
と
同
等
の
立
場
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
連
帯

保
証
人
等
の
資
産
状
況
、
支
払
能
力

等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
貸
付
金
が
回

収
不
能
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　直前の課税期間の確定消費税額（地方消
費税額を含まない国税分の年税額）が48
万円以下の事業者については、今まで中間
申告・納付の義務はありませんでした。
　しかし、中間申告義務のない事業者が、
任意に中間申告書（年１回）を提出する旨
を記載した届出書を納税地の所轄税務署長
に提出した場合には、届出書を提出した日
以後にその末日が最初に到来する６月中間
申告対象期間（課税期間開始の日以後６月
の期間で、年１回の中間申告の対象となる
期間）から、自主的に中間申告・納付をす
ることができるようになりました。
　このときの中間納付税額は、直前の課税
期間の確定消費税額の1/2の額となり、併
せて地方消費税の中間納付税額を納付する
こととなります。
　なお、任意の中間申告制度を適用する場

合でも、仮決算による中間申告・納付をす
ることができます。
　この制度を適用した場合、６月中間申告
対象期間の末日の翌日から２月以内に、中
間申告書を納税地の所轄税務署長に提出
し、その申告に係る消費税額及び地方消費
税額を併せて納付します（期限までに納付
しない場合には、延滞税が課される場合が
あります）。
　中間申告書をその提出期限までに提出し
なかった場合には、６月中間申告対象期間
の末日に、任意の中間申告制度の適用をや
めようとする旨を記載した届出書の提出が
あったものとみなされ、中間納付をするこ
とができなくなります。
　個人事業者の場合には平成27年分から、
また、事業年度が１年の法人については、
平成26年４月１日以後開始する課税期間
（平成27年３月末決算分）から、適用され
ます。

単身赴任者が会議等に併せて
帰宅する場合の旅費連

帯
保
証
人
が
い
る
と
き
の
貸
倒
れ
の
判
断

消費税
任意の中間申告制度の創設


